
平
成
十
二
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号

油
又
は
有
害
液
体
物
質
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
の
防

止
の
た
め
に
使
用
す
る
薬
剤
の
技
術
上
の
基
準
を

定
め
る
省
令

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
油
又
は
有
害
液
体
物
質
に
よ
る

海
洋
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
使
用
す
る
薬
剤
の
技
術
上

の
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
七
第

一
項
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
薬
剤

は
、
油
処
理
剤
及
び
油
ゲ
ル
化
剤
と
す
る
。

第
二
条
　
法
第
四
十
三
条
の
七
第
一
項
の
国
土
交
通
省

令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
薬
剤
の
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
油
処
理
剤
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て
い

る
こ
と
。

イ
　
引
火
点
は
、
摂
氏
六
十
度
を
超
え
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
界
面
活
性
剤
の
生
分
解
度
は
、
生
分
解
試
験
開

始
後
七
日
目
の
値
と
八
日
目
の
値
と
の
平
均
値
が

九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
対
生
物
毒
性
は
、
ス
ケ
レ
ト
ネ
マ
・
コ
ス
タ
ツ

ム
を
一
週
間
、
当
該
油
処
理
剤
の
含
有
量
が
一
万

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
立
方
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
溶
液
で
培
養
し
た
と
き
に
当
該
ス

ケ
レ
ト
ネ
マ
・
コ
ス
タ
ツ
ム
が
死
滅
し
な
い
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
ヒ
メ
ダ
カ
を
二
十
四
時
間
、
当

該
油
処
理
剤
の
含
有
量
が
一
万
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
三
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

溶
液
で
飼
育
し
た
と
き
に
そ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
が
死
滅
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
油
処
理
剤
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
特
定
油
が

微
粒
子
と
な
つ
て
海
中
に
分
散
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
処
理
さ
れ
た
特
定
油
が
海
底
に

沈
降
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
油
ゲ
ル
化
剤
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
を
備
え
て

い
る
こ
と
。

イ
　
液
体
油
ゲ
ル
化
剤

（１）
　
引
火
点
は
、
摂
氏
六
十
度
を
超
え
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（２）
　
水
溶
性
成
分
が
海
中
に
残
留
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
。

（３）
　
対
生
物
毒
性
は
、
ス
ケ
レ
ト
ネ
マ
・
コ
ス
タ

ツ
ム
を
一
週
間
、
当
該
液
体
油
ゲ
ル
化
剤
の
含

有
量
が
一
万
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
溶
液
で
培
養
し

た
と
き
に
当
該
ス
ケ
レ
ト
ネ
マ
・
コ
ス
タ
ツ
ム

が
死
滅
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ヒ
メ
ダ

カ
を
二
十
四
時
間
、
当
該
液
体
油
ゲ
ル
化
剤
の

含
有
量
が
一
万
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

三
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
溶
液
で
飼

育
し
た
と
き
に
そ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が

死
滅
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
粉
末
油
ゲ
ル
化
剤

（１）
　
引
火
点
は
、
摂
氏
六
十
度
を
超
え
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（２）
　
海
面
に
浮
き
、
容
易
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（３）
　
対
生
物
毒
性
は
、
ス
ケ
レ
ト
ネ
マ
・
コ
ス
タ

ツ
ム
を
一
週
間
、
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
当
該

粉
末
油
ゲ
ル
化
剤
を
一
グ
ラ
ム
以
上
加
え
た
液

で
培
養
し
た
と
き
に
当
該
ス
ケ
レ
ト
ネ
マ
・
コ

ス
タ
ツ
ム
が
死
滅
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
ヒ
メ
ダ
カ
を
二
十
四
時
間
、
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
当
該
粉
末
油
ゲ
ル
化
剤
を
三
十
グ
ラ

ム
以
上
加
え
た
液
で
飼
育
し
た
と
き
に
そ
の
五

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
死
滅
し
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
国
土
交

通
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
八
日
国
土
交
通

省
・
環
境
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
一
日
国
土
交
通

省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

1


